
 令和３年９月１０日 

保護者の皆様へ 

 横浜市教育委員会 

横浜市立岡村小学校 

                             校長  川村 真弘 

 

分散登校の継続に伴う緊急受入れについて 

 保護者の皆様には、日頃より横浜の教育の推進に対して、ご理解とご協力をいただき、心より

感謝申し上げます。 

 この度の新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて、横浜市立学校は分散登校期間を１０月

１日まで延長することにしました。なお、その間、就業やその他の理由により家庭での対応が困

難な場合「緊急受入れ」を実施します。 

 

 

 

 

※ 健康観察は毎日実施してください。 

 

 

 

９月１４日（火）～１０月１日（金）8:15～14:30（土・日・祝日を除く） 

※8:05～8:15の間に登校するようにしてください。 

 

１～３年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業やその他の理由により、

家庭での対応が困難な場合について、「緊急受入れ」を実施します。なお、「緊急受入れ」はあく

までも「緊急の措置」であることをご理解ください。上記以外で、家庭で過ごすことが困難な場

合は、学年に関わらずご相談ください。 

【持ち物】 

水筒、健康観察票、上履き、筆箱、各学級で出された家庭学習の課題、自習できる課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇申し込み内容を控えておいていただき、変更する場合（特に欠席する場合）は、必ずご連絡

（電話 752-3443）ください。 

〇受入れをキャンセルする場合、前日までにご連絡をいただくと、給食費の減額になります。

当日のキャンセル連絡については、減額の対象にならないことを、ご了承ください。 

   ９月１４日（火）～１０月１日（金）まで   

 

継続する分散登校期間 

継続する緊急受入れ 

その他 

自習できる課題について 

 分散登校中の全学級が行うそれぞれの学習活動と並行して、別室にて緊急受入れを実施し

ています。そのため、基本的には担当職員１名の監督のもと、お子さんたち一人ひとりが、長

時間の自習をします。ただ、特に低学年のお子さんにとって、長時間自習に取り組むことは

簡単なことではなく、時間を持て余す様子も見られます。そこで、継続して申し込む場合、

「これまでの緊急受入れでどのくらい自習に取り組めていたか」お子さんと一緒に確認し、

お子さんに合った、時間をかけてじっくり取り組める課題等をご家庭でご用意ください。 
 ※教科に関する課題のほか、塗り絵、自由帳、折り紙、読書等、一人で静かに取り組める

課題であれば構いません。 


